
成 第 回弘前市国民健康保険運営協議会  

 

 

日時 成 月 日 金  

午後 時から  

場所 弘前市役所市民防災館 階 防災会議室  

 

 

次   第  

 

 

 開   会  

 

 委嘱状交付  

 

 健康福祉部長挨拶  

 

 議   事  

 ・会長選挙  

・会長職務代行者の選挙  

 

 報告事項及び意見交換  

 ・国民健康保険制度の概況  

・ 成 度弘前市国民健康保険特別会計の決算について  

 

 そ  の  他  

  

 閉   会  



1/1  

○国民健康保険法施行  

 

国民健康保険 業 運営に関 協議会 組織  

第 条 法第十一条第一項に定 協議会 第五項に い 都道府県協議会 いう 被保

険者を 表 委員 保険医又 保険薬剤師を 表 委員 益を 表 委員及び被用者保険

等保険者 高齢者 医療 確保に関 法律 昭和五十七年法律第 十号 高齢者医療確保

法 いう 第七条第 項に規定 被用者保険等保険者をいう こ 条に い 同

を 表 委員を つ 組織  

 前項 委員 う 被保険者を 表 委員 保険医又 保険薬剤師を 表 委員及び 益を

表 委員 数 各同数 被用者保険等保険者を 表 委員 数 被保険者を 表

委員 数 分 一 当該数 内 数  

 法第十一条第 項に定 協議会 こ 条に い 市町村協議会 いう 被保険

者を 表 委員 保険医又 保険薬剤師を 表 委員及び 益を 表 委員各同数を つ

組織  

 市町村協議会 被保険者を 表 委員 数 内 数 被用者保険等保険者を 表 委員を

加え 組織 こ  

 都道府県協議会及び市町村協議会 条及び第五条第一項に い 協議会 いう 委員

定数 条例 定  

委員 任期  

第四条 協議会 委員 任期 年 補 委員 任期 前任者 残任期間

 

会長  

第五条 協議会に 会長一人を置 益を 表 委員 う ら 全委員 こ を選挙  

 会長に 故 あ 前項 規定に準 選挙さ 委員 そ 職務を 行  



成 第 回

弘前市国民健康保険運営協議会

日時 成 月 日 金 午 時
場所 市民防災館 階 防災会議室



現在 医療保険制度 体系

期高齢者医療制度

約

前期高齢者 政調整制度 約 万人 約 再掲

歳

歳

国民健康保険
市町村 国保組合

約

歳以
約 万人
保険者数 広域連合

自営業者 金生活者 非
正規雇用者等
約 万人
保険者数 約

協会け 旧政管健保

約

中 企業 サ ン
約 万人
保険者数

健康保険組合

大企業 サ
ン
約 万人
保険者数 約

共済組合

公務員
約 万人
保険者数

※ 加入者数 保険者数 金 成 度予算 数値

※ 記 ほ 経過措置 退職者医療 対象者 万人 あ

※ 前期高齢者数 約 万人 訳 国保約 万人 協会け 約 万人 健保組合約 万人 共済組合約 万人

※

健康保険組合 共済組合 約



成 度 昭和 度

, 万人 , 万人

. % . %

. 人 . 人

. % . %

農林水産業 . % . %

自営業者 . % . %

被用者 . % . %

無職者 . % . %

他 . % . %

世帯主職業

被保険者数 度

対総数人口比

世帯あ 被保険者数

前期高齢者加入率

国保制度 概況

国保制度 農林水産業者及び自営業者 中心 制度 創設

制度発足当時 比 高齢者 割合 増加 農林水産業及び自営業者 割合 減
少 無職者 主 金 給者 や非正規雇用者 被用者 割合 増加

他 医療保険制度 属 い人全 被保険者
→人口 高齢化 産業構造 変化等 影響 け易い



市町村国保 協会け 組合健保

保険者数
H .

, ,

加入者数
H .

, 万人
, 万世帯

, 万人
被保険者 , 万人
被扶養者 , 万人

, 万人
被保険者 , 万人
被扶養者 , 万人

加入者 均 齢
H

. 歳 . 歳 . 歳

～ 歳 割合
H

. % . % . %

加入者 人あ 医療費
H

. 万 . 万 . 万

加入者 人あ 均所得
※ H

万
世帯あ 万

万
世帯あ ※ 万

万
世帯あ ※ 万

国保 他 医療保険制度 比較 齢構成 高く 人あ 医療費水準 高いほ 加入
者 所得 対 保険料 担 著 く高く い

○ 国保 協会け 組合健保 比較

他 医療保険制度 比較



市町村国保 協会け 組合健保

加入者 人あ 均保険料
H ※

事業主 担込

. 万
世帯あ . 万

. 万 . 万
被保険者 人あ
. 万 . 万

. 万 . 万
被保険者 人あ
. 万 . 万

保険料 担率 ※ . % . % . %

公費 担
給付費等 ％

保険料軽減等
給付費等 . ％

期高齢者支援金等 担
重い保険者等 補

公費 担 ※
H 予算

, 億
国 億

, 億
全 国費

億
全 国費

※ 市町村国保及び 期高齢者医療制度 い 総所得金 収入総 必要経費 給 所得 除 公的 金等 除 差

引い 及び山林所得金 雑損失 繰越 除 分離譲渡所得金 加え 度 均加入者数 除 市町

村国保 国民健康保険実態調査 期高齢者医療制度 期高齢者医療制度被保険者実態調査 前 所得 使用

い

協会け 組合健保 い 標準報酬総 給 所得 除 相当 除い 度 均加入者数 除 参考

値 あ

※ 被保険者 人あ 金 指

※ 加入者 人あ 保険料 市町村国保 期高齢者医療制度 現 分保険料調定 被用者保険 決算 け 保険料

基 計 保険料 介護分 含 い

※ 保険料 担率 加入者 人あ 均保険料 加入者 人あ 均所得 除

※ 介護納付金 特定健診 特定保健指 等 対 担金 補 金 含 い い



国民健康保険 安定化

○国保 政支援 拡 政基盤 強化 成 度 約 億 成 度以降 毎 約 億

○ 成 度 都道府県 政運営 責任主体 安定的 政運営や効率的 事業 確保等 国保運
営 中心的 役割 担い 制度 安定化

持続可能 社会保障制度 確立 図 改革 進 関 法 基 く措置 持続可能 医療保険制度 構築
国保 医療保険制度 政基盤 安定化 担 公 化 医療費適正化 進 患者申出療養 創設等 措

置 講

持続可能 医療保険制度 構築 国民健康保険法等 一部 改正 法 成 月 日成立

成 度 国民健康保険都道府県単 化 い

背 景背 景

○ 増大 医療費

○ 少子高齢化 進展 現役世代 担増

○ 国保 構造的 問

齢構成 高く 医療費水準 高い

所得水準 い 保険料 担 重い 法定外一般会計繰入や繰 用 多い

政運営 安定 規模保険者 多い



現行 市町村が個別 運営
改革後 都道府県が財政運営責任を担う

中心的役割

市町村

都道府県

・ 財政運営責任 提供体制 双方 責任発揮

・ 市町村ご 納付金を決定

市町村 医療費水準 所得水準 考慮 基

・ 市町村ご 標準保険料率等 設定

・ 市町村が行った保険給付 点検、事後調整

・ 市町村が担う事務 標準化、効率化、
広域化を促進

・ 資格管理 被保険者証等 発行

・ 保険料率 決定、賦課・徴収

・ 保険給付

・ 保健事業

構造的 課

齢 高く医療費水準 高い

所得者 多い

規模保険者 多い

都道府県が市町村ご 決定した

国保事業費納付金を市町村が納付

・国 財政支援 拡充

・都道府県が、国保 運営
中心的役割を果たす

市町村

市町村

市町村

市町村

市町村

国保運営方針
(県内 統一的方針)

給付費 必要 費用を、
全額、市町村 支払う 交付金 交付

※被保険者証 都道府県名

※保険料率 市町村ご 決定

※事務 標準化、効率化、広域化を進 る

国民健康保険 運営 在 方 イメ



改革 方向性

．
運営 在 方

総論

○ 都道府県 当該都道府県 市町村 国保 運営 担う

○ 都道府県 政運営 責任主体 安定的 政運営や効率的 事業運営

確保等 国保運営 中心的 役割 担い 制度 安定化

○ 都道府県 都道府県 統一的 運営方針 国保運営方針 示 市町

村 担う事務 効率化 標準化 広域化 進

都道府県 主 役割 市町村 主 役割

．
政運営

政運営 責任主体
市町村 国保事業費納付金 決定

政安定化基金 設置 運営

国保事業費納付金 都道府県 納付

．
資格管理

国保運営方針 基 事務 効率化
標準化 広域化 進

※ ． ． 同様

地域 民 身近 関係 中
資格 管理 被保険者証等 発行

．
保険料 決定
賦課 徴収

標準的 算定方法等 市町村
標準保険料率 算定 公表

標準保険料率等 参考 保険料率
決定

個々 事情 応 賦課 徴収

．
保険給付

給付 必要 費用 全
市町村 対 支払い

市町村 行 保険給付 点検

保険給付 決定
個々 事情 応 窓口 担減免等

．
保健事業

市町村 対 必要 言 支援
被保険者 特性 応 い保

健事業 実施
タ 事業等

国民健康保険制度運営 係 都道府県 市町村 役割



＜ 成 度 実施＞

○ 所得者対策 強化 保険料 軽減対象 所得者数 応 自治体 政支援 拡

約 , 億

＜ 成 度 実施＞ 毎 約 , 億

○ 政調整機能 強化 政調整交付金 実質的増

○自治体 責 い要因 医療費増 担 対応

精神疾患 子 被保険者数 非自発的失業者 等

○保険者 力支援制度 医療費 適正化 向け 組等 対 支援

○ 政 ク 分散 軽減方策 政安定化基金 創設 高 医療費 対応 等 等

○ あわ 医療費 適正化 向け 組や保険料 収納率向 事業運営 改善等 一層 進 政基盤

強化 図

公費 政支援 拡

成 度 政安定化基金 段階的 造成等 成 度 億 ⇒ 成 度約 , 億

成 度以降 記 項目 約 , 億 配分

国民健康保険 対 成 度 実施 所得者向け 保険料軽減措置 拡 約 億 加え

毎 約 , 億 政支援 拡 等 以 通 実施 国保 抜 的 政基盤 強化 図

※ 公費約 , 億 現在 国保 保険料総 約 割 超え 規模

※ 被保険者一人当 約 万 政改善効果

～ 億

～ 億



▲ , , , ⇒ 全 解消

成 度 弘前市国民健康保険特別会計決算 い

○ 単 度収支 い

歳 入 歳 出 差 引

, , , , , , , , ,

○ 積赤字 い

※ 度連続 単 度黒字

○ 単 度収支 黒字 主 要因 い

国民健康保険料 収納率 向

現 度分 ． ％ ． ％ ． イン 向

滞納繰越分 ． ％ ． ％ ． イン 向

人あ 均 ％増 保険料率 改定

特別調整交付金 増獲得

定率国庫 担金 増交付 成 度 返還予定

保険給付費 大 減少 前 度 約 ． 億 減少

※ 成 度 引 続 収納率向 対策 医療費適正化対策 組 単 度黒字化 目指


